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議案第２９号 

 

   工事請負契約の一部変更について 

 

ライフピア西原ほか１施設外壁改修その他工事請負契約の一部を次のとおり変更す

る。 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年２月１８日 

                     渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

１ 契約の件名      ライフピア西原ほか１施設外壁改修その他工事請負契    

             約 

２ 変更事項 

（１） 契約金額の変更 

    原契約金額         ９９９，９００，０００円 

    変更後の契約金額         １，５６８，２１５，０００円 

    契約金額の増額        ５６８，３１５，０００円 

（２） 工期の延長 

    変更前の工期        令和８年１０月３０日 

    変更後の工期        令和８年１２月１４日 

    変更した工期の延長     ２９日間 

３ 契約の相手方               渋谷区宇田川町３番１４号 

                        鈴縫工業株式会社 東京支店 

                      支店長 平塚 三男 
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（説明）                                   

 渋谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 

年渋谷区条例第１４号）第２条の規定により、この案を提出する。 


